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伊佐市農業委員会第２回総会議事録 

 
１．開催日時  令和４年４月28日（木）午前９時05分から９時47分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （26人） 

    
    会  長        13番委員 
    委  員 
     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 8 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

2 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

3 番委員 10 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

4 番委員 11 番委員 5 番推進委員 12 番推進委員

5 番委員 12 番委員 6 番推進委員 13 番推進委員

6 番委員 7 番推進委員 14 番推進委員

7 番委員 8 番推進委員

     

４．欠席委員  （２人） 
      
５．議事日程 
 

  第１ 会議録署名委員の指名  ３番委員    ４番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 
議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    
農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時０５分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和４年度 第２回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日の出席人数は１３名で、規定に達しておりますので総会は成立いた

します。それでは、会長よろしくお願いします。 
 

皆様おはようございます。 
本日は、農業委員改選後の初めての議案の審議になりますのでよろしく

お願いいたします。現在、新型コロナウイルス感染が収まらない中３年目

に入っております。農業委員会の総会には法令事項を審議する場で委員が

出席することが原則となっておりますので、総会は三密を避けるため窓等

を開けて開催させていただきますのでよろしくお願いいたします。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。３番農業委員と４番農業委員

にお願いいたします。皆様にお願いします。総会時間中は、私語、雑談を

禁止いたします。ご意見質問は、報告終了後にお願いいたします。 
ただいまより総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の規

定による通知」、報告２号「農地の利用目的変更」について一括して事務

局の報告を求めます。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

１ページから８ページまで農業経営基盤強化促進法による解約が３１件

です。以上ご報告いたします。 

 

資料９ページをお開き下さい。 

報告第２号「農地の利用目的変更について」の整理番号１番、２番に

つきまして、去る４月２１日に事務局で現地調査を行いましたので一括で

報告いたします。 

番号１番の申請人 ＫＡさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は

８０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字九町田８０３番１、地目は田、地積は２，

８５２㎡であります。 

申請地は、菱刈小学校から北西へ約５００ｍに位置し、平成３年に換
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

地処分をされた農地であります。申請地の一角にウッドデッキ（見晴台）

１５．７５㎡を作成し、伊佐市に訪れる方に癒しの空間を提供し、伊佐の

ＰＲを行いたいとのことでありました。申請人の息子さんが鹿児島県観光

連盟の職員でありますので、県内外へ情報提供を行い、集客を図っていく

計画とのことです。 

なお、申請地は菱刈土地改良区内の水田であることから、改良区から

の意見書も添付されております。 

次に番号２番の申請人 ＵＩさんは、鹿児島市星ヶ峯に居住される市

外住民で、年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字今村８７６番１、地目は田、地積は３，

１６６㎡であります。 

申請地は、旧山野中学校から南東へ約６００ｍに位置し、山野鉄道記

念公園前の道路を挟んだ所になります。 

申請人の実家に隣接した農地でありますが、実家からの進入路しかな

いことから山野鉄道記念公園側から申請人の管理する山林を通り耕作用

道路４６．２５㎡を造り併せて水田の畦畔の改良も行うものです。 

なお、申請地は山野十曽土地改良区内の水田であることから、改良区

からの意見書も添付されております。 

以上のことから、本届出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。ご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて議題とします。事務局の報告を求めます。 
 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

のうち、貸借について説明いたします。３３ページの総括表をご覧くださ

い。期間は１年から２０年で、面積は合計４２５，０８４㎡で利用権を設

定する者の数は１２６人、設定を受ける者の数は７９人です。土地の詳細

については資料１０ページから３２ページ、番号１番から１２８番のとお

りです。以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて提案いたします。整理番号１番から１２番まで一括で報告をお願いし

ます。ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１番につきまして、去る４月２１日に現地調査を行いま

したので、１１番が報告いたします。 

申請人 ＨＭさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は５４歳です。 

渡し人 ＭＫさんは、山口県周南市周陽に居住される市外住民で、年齢

は８４歳です。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字渡瀬口１４２８番２ほか１筆、地目は全て

田、地積は２筆合計で２，０３９㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１１，４６１㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約３ｋｍで現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要な書類が添付してあります。

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 
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議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号２番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号２番につきまして、去る４月２５日に現地調査を行いま

したので、７番が報告いたします。 

申請人 ＮＨさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は４３歳です。 

渡し人 ＩＭさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字中島３２９４番１、地目は畑、地積は５１

８㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１５６，２４４㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は自宅から約８００ｍで現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号３番、４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号３番につきまして、去る４月２４日に現地調査を行いま

したので、１０番が報告いたします。 

申請人 ＭＭさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＷＹさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は８０歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字ユルギ石２１７４番９ほか１筆で、地目は

全て田、地積は２筆合計で１，０７３㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１１，６７２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約２ｋｍに位置しており現況は良く管理

された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書等が添付してあります。 

続きまして、整理番号４番につきまして、去る４月２４日に現地調査を

いたしましたので報告いたします。 

申請人 ＮＹさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は６７歳です。 

渡し人 ＮＮさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は８９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字竹下４５５０番１ほか１筆で、地目は田と
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議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

畑が１筆ずつで地積は２筆合計で４，７１７㎡の所有権移転贈与になりま

す。 

受人の経営面積は５，３６０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は自宅から約５００ｍ以内にあり現況は良く管理され

た農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号５番、６番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号５番、６番につきまして、去る４月２４日に現地調査を

行いましたので、１番が報告いたします。 

整理番号５番、６番の申請人 ＫＫさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、

年齢は６２歳です。 

整理番号５番の渡し人 ＳＹさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢

は８１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中通１６５４番２で、地目は田、地積は２

５３㎡の所有権移転贈与になります。 

整理番号６番の渡し人 ＳＹさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢

は８５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中通１６５４番１ほか４筆で、地目は全て

田、地積は５筆合計で５，３２８㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は６，８７９㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は自宅から約８ｋｍ以内にあり現況は良く管理された

農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号７番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

のうち、整理番号７番につきまして、去る４月２５日に現地調査を行いま

したので、７番が報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は６９歳です。 

渡し人 ＵＹさんは、埼玉県川口市大字安行領根岸に居住される市外住

民で年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字雁田１０５０番５ほか４筆で、地目は全て

田、地積は５筆合計で４，９２３㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は７，２７７㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は１名で、通作距離は自宅から約１ｋｍ以内にあり現況は良く管理された

農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号８番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号８番につきまして、去る４月２１日に現地調査を行いま

したので、６番が報告いたします。 

申請人 ＫＨさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は６５歳です。 

渡し人 ＫＫさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字諏訪免７５８番２、地目は田、地積は２４

６㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５，７９８㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は自宅から約５００ｍで現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、この申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号９番、１０番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号９番につきまして、去る４月２１日に現地調査を行いま
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議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したので、８番が報告いたします。 

申請人 ＴＨさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は６１歳です。 

渡し人 ＳＨさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は８９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字中水流８００番４で、地目は田、地積は９

６０㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は３０，４７５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約１ｋｍで現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。 

次に整理番号１０番につきまして、去る４月２１日に現地調査を行いま

したので、８番が報告いたします。 

申請人 ＫＫさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＡＡさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は９３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字菅田２２０１番３で、地目は畑、地積は１，

６４１㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５，５３８㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は自宅から約１００ｍで現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

整理番号１１番、１２番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１１番につきまして、去る４月２１日に現地調査を行い

ましたので、５番が報告いたします。 

申請人 ＨＳさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７５歳です。 

渡し人 ＹＨさんは、福岡県糟屋郡志免町田富に居住される市外住民で

年齢は７３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字田ノ口２３８３番１ほか１筆で、地目は全

て田、地積は２筆合計で１，６２５㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２，５３３㎡ですが今回の取得面積と合わせると４，

１５８㎡となり取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離

は自宅から約５００ｍ以内にあり現況は良く管理された農地です。経営意
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。 

続きまして整理番号１２番につきまして、同じく去る４月２１日に現地

調査を行いましたので報告いたします。 

申請人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＹＨさんは、福岡県糟屋郡志免町田富に居住される市外住民で

年齢は７３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２６８５番１で、地目は田、地積は５

２０㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２２，１３０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約３００ｍで現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から１２番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から１２番については許可が決定いたし

ました。 

 

整理番号１３番につきましては、この議案は１０番農業委員が譲受人と

なっていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき議

事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 
関係議案終了後に入室、着席していただきます。  
それでは、１０番農業委員の退席をお願いします。  
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議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（１０番農業委員退席）  

 
整理番号１３番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１３番につきまして、去る４月２４日に現地調査をいた

しましたので、３番が報告いたします。 

申請人 ＨＴさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＭＭさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字下仁田３６７８番ほか２筆で、地目は全て

田、地積は３筆合計で３，２２７㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は８１，１７６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約９００ｍ以内にあり現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１３番については許可が決定いたしました。 

ここで、１０番農業委員の入室をお願いします。 
（１０番農業委員着席）  
 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１３件について、１３件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について提案いたします。整理番号１番につい

て、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号１番につきまして、去

る４月２１日、申請人 ＮＳさんの奥さんの立会いのもと、１４番推進委

員、１５番推進委員、私５番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、

５番が報告いたします。 
申請者は、伊佐市菱刈市山にお住いの ＮＳさん８５歳です。 
申請地は、伊佐市菱刈市山字芝立１８００番３６で、地目は畑、地積は

１，３７４㎡であります。 
田中小学校から東へ約４ｋｍに位置し、周囲の状況は、東側は農道を挟

んで田、南側及び西側は山林、北側は畑であり、除外後は山林とする計画

であります。 
この申請は具体的な計画があり、周囲は農用地以外で２辺以上接続して

おり、農用地の集団化、農作業の効率化に影響はありません。また、申請

地を除外することで担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれはないと

思われます。 
除外後の申請地は第２種農地その他の農地に該当すると思われ転用可

能かと思われます。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、転用計画配置図等が

添付されております。以上のことから、この申請については３名の調査員

の意見において除外はやむを得ないと判断いたしましたが委員の皆様の

ご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 
 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、意見が決定いたしました。 
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

整理番号２番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号２番につきまして、去

る４月２１日、申請人 ＹＮさんの息子さんの立会いのもと、６番推進委

員、８番推進委員、私１０番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、

１０番が報告いたします。 
申請者は、伊佐市大口田代にお住いの ＹＮさん９５歳です。 
申請地は、伊佐市大口田代字片白９８２番で、地目は田、地積は１，３

６８㎡であります。 
羽月西小学校から西へ約１．２ｋｍに位置し、周囲の状況は、北側及び

東側は山林、西側は山林と田、南側は田であり、除外後は山林とする計画

であります。 
この申請は具体的な計画があり、周囲は農用地以外で２辺以上接続して

おり、農用地の集団化、農作業の効率化に影響はありません。また、申請

地を除外することで担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれはないと

思われます。 
除外後の申請地は第２種農地その他の農地に該当すると思われ転用可

能かと思われます。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、転用計画配置図等が

添付されております。以上のことから、この申請については３名の調査員

の意見において除外はやむを得ないと判断いたしましたが委員の皆様の

ご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 
 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、意見が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１番農業委員の報告を求めます。 
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１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号３番につきまして、去

る４月２１日、申請人の代理人 Ｏ行政書士の立会いのもと、１番推進委

員、２番推進委員、私１番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、

１番が報告いたします。 
申請者は、伊佐市大口篠原にお住いの ＮＪさん６７歳です。 
申請地は、伊佐市大口篠原字島巡り１８６５番４で、地目は田、地積は

３８㎡であります。 
篠原公民館から東へ約４００ｍに位置し、周囲の状況は、東側は宅地、

南側は道路、西側は田、北側は宅地であり、除外後宅地への通路とする計

画であります。北側の宅地への進入路が無かったため以前から通路として

使用しているとのことで、分筆を行い土地所有者へ所有権移転を行いたい

とことです。 
この申請は具体的な計画があり、周囲は農用地以外で２辺以上接続して

おり、農用地の集団化、農作業の効率化に影響はありません。また、申請

地を除外することで担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれはないと

思われます。 
除外後の申請地は第１種農地ですが集落接続であるため転用可能かと

思われます。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、転用計画配置図等が

添付されております。以上のことから、この申請については３名の調査員

の意見において除外はやむを得ないと判断いたしましたが委員の皆様の

ご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 
 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号３番は、意見が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・
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議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編入）申出」の意見決定について、申請件数３件について３件の意見が決

定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてですが、事務局より総会資料の訂正があるとのことですので報告を求

めます。 

 

総会資料の修正がありましたので訂正をお願いします。４１ページ議案

第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定についての

うち、整理番号２番の 有限会社Ｒから申請がありました分の転用目的が

建築条件付住宅となっておりますが、建売住宅に訂正をお願いします。 

 
整理番号１番について７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番につきまして、去る４月２１日、申請人の Ｙ

Ｋさんと代理人である Ｏ行政書士の立会いのもと、１１番推進委員、私

７番農業委員の２名で共同調査を行いましたので、７番が報告いたしま

す。 
譲受人は、伊佐市菱刈重留にお住いの ＹＫさんで年齢は６４歳です。 
譲渡人は、伊佐市菱刈重留にお住いの ＢＹさんで年齢は７１歳です。 
本申請は所有権移転贈与で農地区分は第２種その他の農地となってお

り、転用目的は宅地拡張です。 
申請地は伊佐市菱刈重留字周防原７６６番２で、地目は畑、地積は４４

㎡であります。昨年１１月に土手をコンクリートブロック壁に造り変えた

際、畑の一部に切り込んでいたことが分かり今回の申請に至ったとのこと

です。 
所在地は田中小学校から南西へ約１．８ｋｍに位置し、周囲の状況は、

北側は申請人の住宅、東側は道路、南側及び西側は譲渡人の畑であり、周

囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書、被害防

除に関する誓約書、汚排水処理計画書、土地改良区意見書、始末書等が添

付されております。 
調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。整理番号２

番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る４月２１日、申請人の代理人 Ｓ

行政書士の立会いのもと、４番農業委員、事務局、私１１番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、姶良郡湧水町木場に所在のある 有限会社Ｌで、一般法人で

す。 

譲渡人は、伊佐市大口上町にお住いの ＡＫさんで年齢は８３歳です。 

本申請は所有権移転売買で農地区分は第１種農地ですが集落接続とな

り問題ないと思われます。転用目的は建売住宅です。 
申請地は、伊佐市大口里字羽祢田島２２９９番１で、地目は田、地積は

７４８㎡です。 

所在地は、ダイナムパチンコ大口店から南へ約３００ｍに位置してお

り、南側は宅地、東側は道路を挟んで田、北側は宅地、西側は田であり、

転用することで周囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数２件について、２件が処分決定いたしました。 
 

その他、事務局お願いします。 

  
総会資料の最終ページをお開きください。４月の月例報告です。 

去る１日に大口庁舎において農業委員の皆様に辞令を交付した後、第

１回農業委員会総会を開催しております。８日、４月の定例常設審議委員

会が鹿児島市でありまして、会長と事務局職員が出席しております。 
１１日に農地利用最適化推進委員会を開催し、その後農業委員と農地

利用最適化推進委員と合同で研修会を実施しました。 
２１日、現地調査を一斉にしております。２８日、本日ですが第２回

農業委員会の総会です。 

５月の行事予定ですが、１０日に５月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。２３日が現地調査です。３０日が第３回の農業委員会の総会

です。月例報告は以上です。 

 
その他、皆様方からご意見、質問はございませんか。 

 
（「なし」という声、あり。） 

 
以上で、令和４年度 第２回農業委員会総会を終了します。 

姿勢を正してください。 

一同礼。おつかれ様でした。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

 
 

会     長    会  長     
 

伊佐市農業委員     ３ 番      

                   

伊佐市農業委員     ４ 番     
 

 

【終了時間  午前９時４７分】 

 

  

 


